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原子力科学研究所の原子炉施設〔ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設〕の

一部使用承認について 

 

令和２年１２月２３日付け令０２原機(科臨)０２１（令和３年３月３日付け令０２原機

(科臨)０２３、令和３年３月２６日付け令０２原機(科臨)０２４、令和３年６月３日付け令

０３原機(科臨)００３、令和３年７月３０日付け令０３原機(科臨)００７及び令和３年８

月３０日付け令０３原機(科臨)００９をもって一部変更）をもって申請がありました上記

の件については、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和３２年

総理府令第８３号）第３条の４第３号の規定に基づき、下記のとおり承認します。 

 

記 

 

１．対象設備 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

  核燃料物質貯蔵設備 

 ウラン酸化物燃料貯蔵設備 

    ウラン酸化物燃料収納架台 

   使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備 

    コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料収納架台 

    ディスク型ウラン黒鉛混合燃料収納架台 

 



 

２．使用期間 

自：本件施行の年月日 

至：ＳＴＡＣＹ更新に係る全ての構築物、系統及び機器について、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律第２８条第３項に定められた使用前確認の終了

の日 

 

３．使用の方法 

核燃料物質の貯蔵設備のうち「ウラン酸化物燃料収納架台」、「コンパクト型ウラン黒鉛

混合燃料収納架台」及び「ディスク型ウラン黒鉛混合燃料収納架台」に対して中性子吸収

材を設置する改造工事は、適切な燃料取扱い単位（1段又は 1基）毎に貯蔵中の核燃料物

質を核燃料収納架台から取り出して所定の場所に仮置きした後、中性子吸収材を設置し、

仮置きした核燃料物質を核燃料収納架台に戻す作業を全ての核燃料収納架台に対し繰り

返し実施するものであり、核燃料物質は、改造工事後も当該施設において引き続き貯蔵さ

れるため、改造工事後においても当該施設を使用する必要がある。このため、一部工事が

完了した当該設備は、ＳＴＡＣＹ更新に係る全ての構築物、系統及び機器における使用前

確認の終了の日まで使用する。 

使用に当たっては、原子力科学研究所原子炉施設保安規定に基づき使用する。 

 

 


